
大府市学校給食における 

食物アレルギー対応の手引き 

 

 

令和８年４月改訂版 

大府市教育委員会 

資料３ 



目次 

 

 

Ⅰ 学校給食におけるアレルギー対応の基本方針について   １～５ 

１ 基本方針 

２ 学校給食で食物アレルギー対応の対象となる児童生徒 

３ 学校生活管理指導表について 

４ 学校給食における食物アレルギー対応の種類 

５ 除去食対応・代替食対応の対象とならない場合 

６ 教職員の役割 

７ 教育委員会の役割 

 

Ⅱ 学校給食における食物アレルギー対応について    ５～１１ 

１ 献立作成上の基本対応 

２ 給食での対応内容 

（１）無配膳対応について 

（２）除去食の提供について  

（３）代替食の提供について 

３  食物アレルギー対応児童生徒の実態把握と対応決定の流れ 

  （１）小学校 新入生 

 （２）中学校 新入生 

  （３）小中学校 在校生 

  （４）小中学校 転入生・新規発症者 

   

Ⅲ 学校における対応について      １２～１７ 

  １ 毎月の対応の流れ 

２ 給食室での対応 

３ 教室での対応 

（１）事前の確認事項 

（２）教室における注意事項 

 

Ⅳ アドレナリン自己注射薬（商品名「エピペン®」）について  １８ 

 

資料・様式集 



1 

 

 

Ⅰ 学校給食における食物アレルギー対応の基本方針について 

１ 基本方針  

  食物アレルギーを有する児童生徒にも学校給食を実施します。一般的には乳児期に食物

アレルギーを発症する子どもの約９０％は６歳までに除去食の解除ができます。しかし、

食物アレルギーの診断・管理方法が十分に普及していないため、不必要な食事制限が行わ

れているケースも見受けられます。医師の診断に基づかない不必要な食物アレルギー対応

は、児童生徒の成長の妨げになるとともに、学校給食にかかわる限られた人員、施設設備

を真に対応が必要な児童生徒への食物アレルギー対応に集中させることができないため、

安全性を確保するための課題となっています。（県の手引 P15参照） 

本市では対応が必要な児童生徒の安全性を最優先とし、「学校における食物アレルギー対

応の手引き」（平成２８年２月 愛知県教育委員会）に準じ、必要な手続きがとられた児童

生徒にのみ対応をします。しかし、児童生徒の症状や施設設備や人員の都合により、実情

に合わない無理な対応は安全管理上のリスクを高めるため、児童生徒が弁当を持参するこ

とで対応します。 

２ 学校給食で食物アレルギー対応の対象となる児童生徒 

   食物アレルギー対応申請書（新規・継続）【様式３－１】を提出し、医師の診断により、

下記全てに該当する児童生徒を対象とします。 

（１）医療機関でアレルギー検査（食物経口負荷試験や特異的ＩｇＥ検査等）を実施し、主

治医より食物アレルギーと診断を受けている児童生徒 

（２）給食調理はすべて、同一調理場で調理・配膳・洗浄を行っているが、この状況で症状

が誘発されるおそれのない児童生徒 

（３）食器や器具の共用では、アレルギー症状を発症しない児童生徒 

（４）学校から渡す学校生活管理指導表に主治医の診断・指示等が記入され、年１回、学校 

へ提出している児童生徒 

※学校生活管理指導表を提出した場合においても、安全性確保の観点から希望する対応

が全て可能となるとは限りません。 

３ 学校生活管理指導表について 

（１） 食物アレルギー検査（食物経口負荷試験や特異的ＩｇＥ検査等）を実施している児童 

生徒で、学校給食において、何らかの対応を希望する場合は、学校から渡す「学校生活

管理指導表（アレルギー疾患用）」を医療機関に持参し、主治医が記入した後、学校へ

提出します。その際、除去食・代替食を希望する場合は①明らかな症状の既往②食物経

口負荷試験陽性③ＩｇＥ抗体等検査結果陽性の内２つ以上の除去根拠が必要です。（④

の未摂取は原則除きます。）診断根拠が１つの場合は無配膳対応となります。 
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(２) 診断内容について必要により学校から主治医へ診療情報を照会することがあります。 

（３） 「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」は症状に変化がない場合であっても、 

配慮や管理が必要な間は、食物アレルギー対応申請書（新規・継続）【様式３－１】と共

に毎年１回提出します。また、対応を変更する時にも提出が必要です。 

（４）食物アレルギー対応を行っている児童生徒が医師の診断により解除となり、対応を中

止する場合は、食物アレルギー対応申請書（変更・中止）【様式３－２】を学校へ提出し

ます。学校生活管理指導表を提出する必要はありません。 

４ 学校給食における食物アレルギー対応の種類 

   安全性を最優先とし、学校給食における食物アレルギー対応の種類は下記のようになり 

 ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

献立に関する資料配付 学校給食における食物アレルギー対応を行う児童生徒の家庭

に献立に関する資料を配布する。 

無配膳対応 

 

単 

品 

主食、飲用牛乳、副食においてアレルゲ

ンを含む単品については配膳しない対

応。 

例：パンは配膳しな

い。（小麦） 

調

理 

主食、副食においてアレルゲンを含む

もの（調理をともなうもの）については

配膳しない対応。 

例：たこ飯は配膳し

ない。（たこ） 

 

一部弁当持参 

 

代替食、除去食が提供されないため、代

わりになるものを家庭から持参する。 

例：たこ飯の代わり

にごはんを持参す

る。（たこ） 

一食分弁当持参 

 

代替食、除去食が提供されないため、一

食分弁当を持参する。 

※その日の給食は欠

食扱いとする。 

除去食対応 

 

アレルゲンを含む食品を加えない料理

を提供する対応。 

例：かき玉汁は卵を

入れないで調理した

汁物を提供する。

（卵） 

代替食対応 

 

単

品 

飲用牛乳の代わりに豆乳を提供する対

応。 

※牛乳と豆乳の差額

を徴収または返金す

る。 

 

調

理 

アレルゲンを含む食品の代わりにアレ

ルゲンを含まない食品を使用して調理

した料理（個数付けするもの）を提供す

る対応。 

例：卵焼きの代わり

に魚の塩焼きを提供

する。（卵） 
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５ 除去食対応・代替食対応の対象とならない場合  

安全性確保の観点から、下記に該当する場合、除去食対応、代替食対応の対象となりませ 

ん。弁当持参（一部弁当持参・一食分弁当持参・毎日弁当持参）、及びアレルゲンを含む料 

理を配膳しない（無配膳）対応になります。 

（１）   調味料・だし・添加物等に含まれる微量のアレルゲンや、注意喚起表記（食品表  

示法）程度の量のアレルゲンで症状を発症する場合 

     例 ゴマ油がアレルゲンの場合、調理でゴマ油を使用する日は、一食分弁当持参と

なります。 

（２）  医師の診断に基づく除去でない場合 

例 ・落花生（ピーナッツ）がアレルゲンであるためカシューナッツやアーモンド

も念のため食べていない。 

・小麦がアレルゲンであるため大麦も念のため食べていない。 

（３） 油の共用ができない場合 

（４） 未摂取である場合（ＩｇＥ抗体等検査結果の数値が高く、食物経口負荷試験を実施でき

ない場合は要検討） 

（５） 対応を開始する月の前３ヶ月分の給食提供日数の内、除去食対応、代替食対応を必要 

とする日数が半数以上である場合 

（６） その他、上記に類似した学校給食で対応が困難と考えられる状況の場合 

 

◆調味料・だし・添加物等に含まれる微量のアレルゲン 

鶏卵【卵殻カルシウム】    牛乳【乳糖・乳清焼成カルシウム】 

小麦【しょうゆ・酢・みそ】  大豆【大豆油・しょうゆ・みそ】 

ゴマ【ゴマ油】        魚類【かつおだし・いりこだし・魚しょう】 

肉類【エキス】 

          文部科学省 学校給食における食物アレルギー対応指針より 

◆食品表示法に基づく注意喚起表記例 

○同一工場、製造ライン使用によるもの 

 【本品製造工場では、○○を含む製品を製造しています。】 

○原材料の採取方法によるもの 

 【本製品で使用しているしらすは、えび、かにが混ざる漁法で採取しています。】 

○えび、かにを捕食していることによりアレルゲンが混ざってしまうもの 

 【本製品(かまぼこ)で使用しているイトヨリダイは、えび、かにを食べています。】 

文部科学省 学校給食における食物アレルギー対応指針より 
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６ 教職員の役割  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

【校長】 

・学校における食物アレルギー対応の最高責任者として、県教育委員会・市教育委員会の

基本方針の主旨を理解し、教職員に指導する。 

・校内食物アレルギー対応委員会を設置する。 

・事故やヒヤリハット事例について教育委員会に報告する。 

【保健主事】【給食主任】 

・食物アレルギーを有する児童生徒の実態を把握し、全教職員間で連携を図る。 

【学級担任】 

・養護教諭・栄養教諭とともに個別面談を行う。 

・給食の時間は、所定の位置に保管（掲示）したアレルギーの個別対応表で決められた確

認作業を確実に行い、誤配膳や誤食を予防する。 

・楽しい給食の時間を過ごせるように配慮する。 

・給食の時間に教室を離れる場合には、事前に他の教職員に十分な引き継ぎを行う。 

・給食の時間終了後も児童生徒の体調の変化に注意する。 

・他の児童生徒に対しても、食物アレルギーを正しく理解できるよう指導する。 

⇒Ｐ１６「教室での対応」において中心的な役割を担う。 

【栄養教諭】 

・養護教諭と連携し、食物アレルギーを有する児童生徒の実態把握を行う。 

・関係職員とともに保護者と個別面談し、学校における対応について確認する。 

・食物アレルギー対応を考慮した学校給食の献立作成を行う。 

・安全な学校給食の提供環境を構築する。 

・学校給食において食物アレルギー対応が必要な児童生徒及び保護者へ情報提供を行う。 

・食物アレルギーを有する児童生徒及び保護者に対して、個別的な栄養指導を行う。 

⇒Ｐ１２「毎月の対応の流れ」において中心的な役割を担う。 

【養護教諭】 

・食物アレルギーを有する児童生徒の実態把握を行う。 

・関係職員とともに保護者と個別面談し、学校における対応について確認する。 

・進学にあたり、食物アレルギーを有する児童生徒の実態や関連する情報を前年度中に引

き継ぎができるように準備する。 

・緊急時の対応について共通理解を図る。 
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７ 教育委員会の役割 

（１）  食物アレルギー対応委員会を設置し、食物アレルギー対応に関して市の基本方針を策 

定するとともに、各学校への指導・支援を行います。（対応委員会前に各校において市内

統一の判断が求められる内容が発生した場合は、市の校長会議、教育委員会等、関係機関

で検討、決定し、運用していきます） 

（２） 小中学校の食物アレルギー児童生徒を把握します。 

（３） 食物アレルギー対応に必要な施設、設備を整備し、必要な調理員数を配置します。 

 

Ⅱ 学校給食における食物アレルギー対応について 

１ 献立作成上の基本対応 

（１） 対象者が多くいる食品（卵・乳）は、除去対応がしやすいことを考慮して献立を計画 

します。 

（２） 加工食品の選定では、原料配合表をメーカーから取り寄せ、使用されている材料を確 

認します。また、対象者が多いアレルゲン（卵、乳、小麦など）を含まないものをできる

限り選定します。 

（３） そば・落花生（ピーナッツ）・くるみ・キウイフルーツ・カシューナッツは、発症時に

比較的重篤化することが多いため、給食では使用しません。 

（４）  食中毒防止の観点から、加熱していない卵や生の魚介類は給食では使用していません。 

【教職員】 

・食物アレルギーを有する児童生徒の実態などの情報を共有する。 

・学級担任が不在のとき、サポートに入る際に、担任同様に食物アレルギーを有する児童

生徒の実態や対応内容を把握し、学級担任と同じ対応ができるようにする。 

・部活動やクラブ活動等の指導の際にも、食物アレルギーを有する児童生徒の状態や対応

内容を把握した対応ができるようにする。 

・緊急時の対応ができるようにする。 

・食物アレルギーについての基礎知識をもつ。 

・全ての事故及びヒヤリハット事例について、状況や原因について管理職に報告する。 

【調理員】 

・食物アレルギーについての基礎知識をもつ。 

・食物アレルギーを有する児童生徒の実態を把握し、対応の内容を確認する。 

・栄養教諭の調理指示をもとに、安全かつ確実に作業する。 

・作業工程表や作業動線図を確認して、安全な学校給食の調理・配食を行う。 

⇒Ｐ１５「給食室での対応」において中心的な役割を担う。 
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２ 給食での対応内容 

  （１） 無配膳対応について 

     アレルゲンとなる食品を含む料理は、教室では無配膳とします。あらかじめ対象者に

配膳しないことを周知徹底します。給食室より除去食提供や代替食提供が無い場合は、

対象者は家庭より弁当を一食分、または一部分持参できます。除去食や代替食、弁当の

有無も含め、給食実施日までに学校と保護者とで確認します。 

（２） 除去食の提供について 

食物アレルギーの原因となる食品（アレルゲン）を調理の過程で取り除いた料理を給

食室で調理し提供します。 

ア 除去食対応品目の範囲は食品表示法で指定された特定原材料９食品と特定原材料に

準ずるもの２０食品とします。（合計２９食品） 

 

イ 量の多少にかかわらずアレルゲンを除去しますが、調味料等含まれる微量のアレル

ゲンは対象としません。 

ウ 調理作業が煩雑になることは、誤食事故につながりやすいことから、除去食は一料

理につき一種類のみとします。 

 例 えび、いか、卵にアレルゲンのある対象者がいる場合、八宝菜（えび、いか、卵を

使用）は、該当者すべてにえび、いか、卵の除去食を提供。 

エ 例外として使用量の多いごはん・パン・麺・飲用牛乳だけをやめる対応は可能な場

合があります。（「学校生活管理指導表」の「Ｆ.その他の配慮・管理事項」欄にその旨

が記入されていることが必要です。） 

例 ・牛乳の入ったシチューは食べるが、飲用牛乳 200ｍｌは飲まない。 

・フライ等の小麦は食べるが、主食のパンや麺は食べない。 

オ （ア）で示した２９食品であっても、調理の都合や安全性を確保するため除去食が

提供できない場合があります。 

（３） 代替食の提供について 

アレルゲンを含む料理で、調理の過程において除去することができない場合は、可

区  分 原  因  食  品 

特定原材料９食品 えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生（ピーナッツ）・くるみ・

カシューナッツ 

特定原材料に準ず

るもの２０食品 

アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・

牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・マカダミ

アナッツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン・ピスタチオ 
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能な範囲で代替となる料理（個数付けのもの）を給食室で調理し提供します。 

ア 代替食対応アレルゲンは「卵」「乳」「えび」「かに」に限定します。 

イ 代替食対応料理は、主菜・副菜などの個数付けのおかず（卵焼き、えびフライ等）

とします。主食、デザート類については、提供しませんが、給食で提供されるものと

同等程度の主食、デザートを家庭から持参することができます。 

ウ 牛乳の飲用ができない場合は、豆乳を代替として提供します。 

エ 「卵」「乳」「えび」「かに」が含まれる料理（個数付けのもの）であっても、調理 

の都合や安全性を確保するため代替食が提供できない場合があります。 

３ 食物アレルギー対応児童生徒の実態把握と対応決定の流れ 

   食物アレルギーを有する児童生徒の実態を把握するため、調査と対応申請の受付をします。 

対応を希望する児童生徒・保護者は必要書類を期限までに学校へ提出し、学校関係者と面談 

します。その後、個別に対応を決定します。 

  実態把握のための調査と対応申請の受付時期は、小学校新１年生の場合は就学時健康診 

 断時から開始します。対応申請には学校生活管理指導表が必須であることを説明し、期限ま 

での受診を依頼します。中学校新１年生は小学校で必要書類を受け取り、入学説明会時に 

進学する中学校へ提出します。 

新入学の場合は、小学校、中学校に関わらず必ず面談を行うこととし、個別面談では家庭

での対応等の状況、緊急時における連絡方法、具体的な学校生活における確認事項などを、 

保護者と管理職、栄養教諭、養護教諭等とで行います。 

在校生の進級では、２月末までに対応申請書と学校生活管理指導表を提出し、前年度と対 

応内容に違いある場合など必要があれば面談をします。いずれも学校での体制を整備する 

ため前年度に対応を決定しておき、新年度になり担任が決定後はその確認をするための面 

談を再度行います。なお、転校生や新規発症した場合は随時受付し、面談後に対応を決定 

します。 
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（１） 小学校 新入生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順 内容 詳細 

１ 調査・対応申請受け付

け 

（小学校→保護者） 

就学時健診時 

①保護者全員に「学校給食における食物アレルギーの

対応について」【様式１】の文書を配布する。 

②保護者全員に食物アレルギーに関する調査票【様式

２－１】を配布し記入してもらう。 

③食物アレルギーに関する調査票を回収し、食物アレ

ルギー対応を希望する保護者に食物アレルギー対

応申請書【様式３－１】と学校生活管理指導表【様

式４】を配布する。 

２ 医療機関の受診 

（保護者→医療機関） 

診断を受け、学校生活管理指導表への記入を依頼す

る。 

３ 食物アレルギー対応

申請書、学校生活管理

指導表の提出 

（保護者→小学校） 

１２月～２月 入学説明会等 

入学する学校に食物アレルギー対応申請書、学校生活

管理指導表を提出する。 

（締切日は各学校で設定） 

４ 対応内容の確認 

（学校・保護者） 

１２月～３月 

個別面談を行い、対応内容について話し合う。 

（面談者：管理職・栄養教諭・養護教諭等） 

５ 対応内容の検討・決定

（小学校） 

１２月～３月 

食物アレルギー対応委員会で検討し、個別の取組プラ

ン【様式５】を作成する。 

※エピペンありの場合は緊急時個別対応マニュアル

【様式６】を作成する。 

（食物アレルギー対応委員会の構成：管理職・ 

栄養教諭・養護教諭・給食主任・学年主任等） 

 

６ 対応内容の連絡・確認 

（小学校・保護者） 

４月 

個別面談を行い、対応内容を確認する。 

（面談者：管理職・栄養教諭・養護教諭・学級担任等） 

 

７ 対応の開始 ４月 
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（２） 中学校 新入生 

 

 

 

手順 内容 詳細 

１ 必要書類の配布 

（在籍する小学校→

保護者） 

① １２月 

すでに小学校で対応している児童に、食物アレルギー 

対応申請書【様式３－１】、学校生活管理指導表【様式 

４】を配布する。 

※小学校で対応している児童が中学校で対応を希望し

ない場合や対応内容が変更する場合は、食物アレル

ギー対応申請書【様式３－２】を記入し、小学校に提

出する。小学校は、中学校に経緯を伝える。 

２ 医療機関の受診 

（保護者→医療機関） 

１２月～２月 

診断を受け、学校生活管理指導表への記入を依頼する。 

３ 食物アレルギーに関

する調査票、食物アレ

ルギー対応申請書、学

校生活管理指導表の

提出 

（保護者→中学校） 

１２月～２月 中学校の入学説明会等 

食物アレルギーに関する調査票【様式２－２】を全員に

配布して記入してもらい、回収する。 

食物アレルギー対応申請者は食物アレルギー対応申請 

書と学校生活管理指導表を中学校へ提出する。 

（締切日は各中学校で設定する。） 

４ 対応内容の確認 

（中学校・保護者） 

１２月～３月 

進学する中学校で個別面談を行い、対応内容について

話し合う。（面談者：管理職・栄養教諭・養護教諭等） 

５ 対応内容の検討・決定

（中学校） 

１２月～３月 

進学する中学校の食物アレルギー対応委員会で検討

し、個別の取組プラン【様式５】を作成する。 

※エピペンありの場合は緊急時個別対応マニュアル

【様式６】を作成する。 

（食物アレルギー対応委員会の構成：管理職・ 

栄養教諭・養護教諭・給食主任・学年主任等） 

６ 対応内容の連絡・確認 

（中学校・保護者） 

４月 

進学した中学校で個別面談を行い、対応内容を確認す

る。 

（面談者：管理職・栄養教諭・養護教諭・学級担任等） 

７ 対応の開始 ４月 
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（３） 小中学校 在校生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順 内容 詳細 

１ 必要書類の配布 

（学校→保護者） 

１２月  

食物アレルギー対応申請書【様式３－１・３－２】、

学校生活管理指導表【様式４】を配布する。 

２ 医療機関の受診 

（保護者→医療機関） 

１２月～２月 

診断を受け、学校生活管理指導表への記入を依頼す

る。 

 

３ 食物アレルギー対応

申請書、学校生活管理

指導表の提出 

（保護者→学校） 

１２月～２月  

食物アレルギー対応申請書、学校生活管理指導表を提

出する。 

（締切日は各学校で設定） 

 

４ 対応内容の確認 

（学校・保護者） 

１２月～３月 

必要に応じて個別面談を行い、対応内容について話し

合う。 

（面談者：管理職・栄養教諭・養護教諭等） 

 

５ 対応内容の検討・決定

（学校） 

１２月～３月 

食物アレルギー対応委員会で検討し、個別の取組プラ

ン【様式５】を作成する。 

※エピペンありの場合は緊急時個別対応マニュアル

【様式６】を作成する。 

（食物アレルギー対応委員会の構成：管理職・ 

栄養教諭・養護教諭・給食主任・学年主任等） 

 

６ 対応内容の連絡・確認 

（学校・保護者） 

４月 

個別面談等で、対応内容を確認する。（面談者：管理

職・栄養教諭・養護教諭・学級担任等） 

 

７ 対応の開始 ４月 
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（４） 小中学校 転入生・新規発症者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手順 内容 詳細 

１ 調査・対応申請受け付

け 

（学校→保護者） 

随時 

食物アレルギー対応申請書【様式３－１】、学校生活

管理指導表【様式４】を配布する。 

 

２ 医療機関の受診 

（保護者→医療機関） 

随時 

診断を受け、学校生活管理指導表への記入を依頼す

る。 

 

３ 食物アレルギー対応

申請書、学校生活管理

指導表の提出 

（保護者→学校） 

随時 

入学する学校に食物アレルギー対応申請書、学校生活

管理指導表を提出する。 

（締切日は各学校で設定） 

 

４ 対応内容の確認 

（学校・保護者） 

随時 

個別面談を行い、対応内容について話し合う。 

（面談者：管理職・栄養教諭・養護教諭等） 

 

５ 対応内容の検討・決定

（学校） 

随時 

食物アレルギー対応委員会で検討し、個別の取組プラ

ン【様式５】を作成する。 

※エピペンありの場合は緊急時個別対応マニュアル

【様式６】を作成する。 

（食物アレルギー対応委員会の構成：管理職・ 

栄養教諭・養護教諭・給食主任・学年主任等） 

 

６ 対応内容の連絡・確認 

（学校・保護者） 

随時 

個別面談を行い、対応内容を確認する。 

（面談者：管理職・栄養教諭・養護教諭・学級担任等） 

 

７ 対応の開始 随時 
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Ⅲ 学校における対応について 

１ 毎月の対応の流れ【次ページ参照】 

①  栄養教諭は、翌月分の献立表などの書類は確定版を前月の１０日～２０日に保護者へ

渡るように配布します。配布する書類は食物アレルギー対応確認表【様式７】、使用食

材や加工食品のアレルゲンが分かるものとなります。 

② 保護者は、翌月分の献立表内容を確認し、必要事項を食物アレルギー対応確認表に記

入し、学級担任に提出します。学級担任は内容を確認し、急ぎの用件があれば栄養教諭

にすぐに伝えます。 

③ 栄養教諭は、提出された対応内容を確認し、翌月分の対応内容を計画します。（必要な

らこの段階で保護者と面談を行います。） 

④ ③で決定した翌月分の対応内容を記載した食物アレルギー対応確認表を栄養教諭、養

護教諭、学級担任、管理職が確認し、押印した後、コピーをとって、家庭用２部（保護

者用・児童生徒用）、学校用３部（給食室・学級担任・職員室）配布します。職員室用の

食物アレルギー対応確認表は、職員室の所定場所へ提示（保管）し、全職員へ翌月分の

対応内容を周知します。また、学級担任は、クラスの所定の場所へ掲示し、毎日チェッ

クします。 

⑤ 栄養教諭は、給食調理員と翌月分の対応内容をもとに、調理作業について確認し、安

全を確保するための共通理解を図ります。 
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【毎月の対応の流れ】 

時期 学校 保護者 

前月 

(中旬) 

① 献立表など書類の配布 

 ・食物アレルギー対応確認表【様式７】、使用食材 

や加工食品のアレルゲンが分かるものを配布する。 

 ・書類は確定版を前月の１０日～２０日に保護者へ

渡るように配布する。 

② 食物アレルギー対応確認表

の提出 

 

・保護者は、配布された書類を確

認し、希望する対応を食物アレ

ルギー対応確認表に記入する。 

 

・食物アレルギー対応確認表のみ

提出する。 

（食物アレルギー対応確認表に、

記入後押印する。） 

前月 

（下旬） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 内容確認 

・学級担任は、食物アレルギー対応確認表を、栄養

教諭へ提出する。急ぎの用件があれば、すぐに栄

養教諭に連絡する。 

 ↓ 

・食物アレルギー対応確認表を栄養教諭、養護教

諭、学級担任、管理職が確認し、必要なら面談を

行い、対応を決定する。（対応が決定した食物アレ

ルギー対応確認表に、それぞれ確認印を押す）当

月が始まる前に管理職に押印してもらう。 

④ 決定した対応内容を記載した食物アレルギー

対応確認表を配布 

・コピーを５部とり、家庭用２部（保護者用・児童生

徒用）、学校用３部（給食室・担任・職員室）配布

する。 

・職員室用の食物アレルギー対応確認表は、職員

室の所定場所へ提示（保管）し、全職員へ翌月分

の対応内容を周知する。また、学級担任は、クラ

スの所定の場所へ掲示する。 

⑤ 給食室での対応の共通理解 

・栄養教諭は、給食調理員と翌月分の対応内容を

もとに、調理作業について確認し、チェック体制を

共通理解する。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

・保護者用・・・家庭で１年間保管 

・児童生徒用・・・１ヶ月保管 
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当日 

 

・給食調理員は、除去食や代替食を作り、専用の

食器（ピンク色）に盛り付け、個別カードと一緒に

クラスのワゴンにのせる。 

・児童生徒が弁当を持参している場合は、朝、教

室で学級担任が確認し、関係職員に保管場所を

周知する。 

・学級担任は、食物アレルギー対応確認表と除去

食・代替食・無配膳対応について、個別カードを

確認する。 

・本人と受け渡しのルールを決めておく。 
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２ 給食室での対応 

調理ミスや誤配膳を防ぐための留意点 

・食物アレルギー対応確認表などを基に、栄養教諭と調理員が対応内容を前月

の下旬に打ち合わせをする。 

・調理員は前日までにアレルゲンや調理方法、配食方法を把握した上で作業工

程表や作業動線図を作成する。 

・当日の調理作業について、作業工程表や作業動線図等を利用し、調理員全員

が確認する。 

・栄養教諭は、納入業者からアレルギー表示がある詳細な原材料配合表を取り

寄せる。 

・調理員は納入時にダンボール箱などに記入された配合表を確認し、見積り、

発注したとおりの加工食品が納入されたかどうか確認する。 

         

・アレルギー対応食担当者（以下、担当者）は、アレルゲンを含む食材をでき 

るだけ取り扱わないように作業工程を工夫する。 

・担当者は、アレルゲンを含む食材やそれを調理した器具に触れないよう注 

意する。 

・調理器具や調理員の手指、作業着などを介した調理過程でのアレルゲンの 

混入に注意する。 

・調理の途中で取り分ける場合は作業工程表に明記し、手順を確認し、対象 

児童生徒分を別鍋に移す等、別工程で仕上げる。 

・最終段階でアレルゲンを加える場合（例：かき卵汁の卵など）は、その前に 

対象児童生徒分を取り分けておく。 

・揚げ物は最初に対応食を揚げるなど、作業工程での混入に注意する。 

・担当者は、対応食が完成したら温度確認表のアレルギー対応欄に記名する。 

 

・専用食器に盛りつけ、蓋をして個別カードを付け、該当クラスのワゴンに 

 のせる。 

・担当者とは別の調理員が対応食と児童生徒の個別カードを確認して、食物

アレルギー対応確認表に記名する。 

・無配膳対応の場合、「食べられませんカード」を付けるなど誤配膳に注意す

る。 

・万一混入や取り忘れが起こった場合は、提供を中止する。 

 

 

【個別カード例】 

１年１組 
 大 府 太 郎 

卵・小麦 

調理中 

検 収 

配食時 

前日まで 

【食べられませんカード例】 

１年１組 
大 府 太 郎 
食べられません 
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３ 教室での対応 

学級担任は他の児童生徒に、アレルギーが好き嫌いでないことを理解させ、食べることを

勧めないよう指導します。  

（１）事前の確認事項 

  誤食防止の目的で、以下の項目等を取り決めます。 

  ♦献立内容の確認    ♦給食当番の役割確認 ♦給食時の座席の位置 

  ♦配膳時の注意      ♦おかわり等を含む喫食時の注意 

  ♦片付け時間の注意  ♦セレクト給食・卒業お祝い給食・交流給食・行事食等の注意 

 （２）教室における注意事項 

【給食前】 

   ・弁当持参する児童生徒がいる場合は、学級担任が、朝、教室で確認し関係職員に保管場

所を周知します。 

・対象児童生徒が欠席し、対応食が残っても通常給食と混ぜたり、他の児童生徒へ配った

りしません。 

【給食準備中】 

   学級担任は当日の対応の内容を確認します。 

     ※学級担任がいない場合でも全教職員が確認できるよう、食物アレルギー対応確認表の

掲示位置を校内で決めておきます。 

      対象児童生徒自身も対応食を確認し、食べ始める前までに学年組・氏名の書かれた個

別カードをはずさないようにします。 

      同じクラスに違う食品の除去食・代替食対応の児童生徒がいる場合、特に注意します。 

    ・対応食が該当者に届いているか食物アレルギー対応確認表と個別カードで確認します。 

      ・除去食、代替食以外の給食の配膳についてもルールを決めておき、食物アレルギー対

応確認表の学級担任確認欄にチェックします。 

・給食配膳の際は、他の児童生徒の給食と混在、飛散しないように気を付けます。 

    ・弁当対応や無配膳対応の児童生徒に間違えて配膳をしていないか確認します。 

【給食時間中】 

 ・必要な場合は、食べる席を他の児童生徒と離す等の配慮をします。 

    ・対象児童生徒の食物アレルギー症状の程度等を考慮し、おかわりのルールを決めてお 

きます。 

・周りの児童生徒と給食を交換、混在しないよう指導を行います。 

【片付け】 

・片付ける際、対象児童生徒がアレルゲンに触れないように注意します。 

【給食終了後】 

     ・対象児童生徒の体調を観察します。 
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給食時の教室における注意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★誤食や症状の発症があった場合は、危機管理マニュアルに沿って対応する。 

【危機管理マニュアル 資料①～⑤】 

・教室に掲示している食物アレルギー対応確認表を確認する。 

・アレルゲンが含まれる日の給食当番を配慮する。 

・アレルゲンと接触しないように教室で指導する。 

・同じクラスで違う食品の食物アレルギー対応がある場合、特に注意する。 

・配膳の際、他の児童生徒の給食と混在、飛散しないように注意する。 

・対応食や対応食以外の配膳を確認し、食物アレルギー対応確認表にチェックする。 

・対象児童生徒の体調を観察する。 

・個別カードを確認し、 

 対応食を配膳する。 

・弁当持参を確認し、

誤配膳されていな

いかみる。 

・給食時の座席の位置の確認をする。 

・おかわり、周りの児童生徒との給食の交換や混在がないか等を指導し喫食時の様子

を確認する。 

給

食

終

了

後 

除去食・代替食提供 弁当持参 無配膳対応 

片

付

け 

・個別カードを確認し、

誤配膳されていない

かみる。 

・片付けの際、アレルゲンと接触しないように注意する。 

・ 

給 

 

食 

 

準 

 

備 

 

中 

給 

 

食 

 

時 

 

間 

 

中 
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Ⅳ アドレナリン自己注射薬（商品名「エピペン®」）について 

「エピペン®」は、アナフィラキシーを起こす危険性が高く、万一の場合に直ちに医療機

関での治療が受けられない状況下にいる者に対し、事前に医師が処方する自己注射薬です。

患者自らが注射できるように作られており、処方に際して十分な患者教育が行われること、

それぞれに判別番号が付され、使用した場合の報告など厳重に管理されていることが特徴

です。医師から処方されている児童生徒は、学校の管理下でアナフィラキシーを起こす可

能性があるため、教職員は「エピペン®」に関する一般的知識と対象児童生徒の情報を共有

することは不可欠です。また、アナフィラキシーの救命の現場に居合わせた教職員が、児

童生徒本人に代わり「エピペン®」を注射することは医師法違反に該当しないため、ためら

うことなく早期に処置することが重要です。 

１ 「エピペン®」に関する研修の実施 

     全教職員が「エピペン®」についての知識を共有し、誰もが適切な対応がとれるよう

実践的な校内研修を定期的に実施します。なお、研修を行うに当たっては「学校にお

ける食物アレルギー対応の手引（愛知県教育委員会）」などを活用することが考えられ

ます。※参照:59ページ～63ページ 

２ 「エピペン®」の管理 

処方された児童生徒が在籍する場合は、緊急時にすぐ使えるように在校中の「エピ

ペン®」の管理について、保護者と協議します。 

例１：ランドセルや鞄の中など児童生徒が管理する場合は、教室内のロッカーの場所

が誰でもわかるようにしておきます。また、校外学習の際の管理についても保

護者と確認します。 

     例２：学校が保護者から預かる場合は、保管場所を全教職員に周知します。学校で 

の保管には十分注意しますが、破損が生じた場合の責任は負いかねること、 

有効期限の把握は保護者が行うことなど、保護者の理解を求めます。 

３ 「エピペン®」を使用した場合 

        対象児童生徒が症状を発症し、「エピペン®」を投与する場合は、あわせて救急車を 

要請し、投与後はその場で救急車を待ちます。救急隊には、「エピペン®」を投与した 

ことを告げ、空の容器も渡します。 

         県下の「エピペン®」投与の実態として、給食に起因する発症よりも、家庭で朝食

を食べた後の登校直後にアナフィラキシーを発症するケースが増えています。朝の部

活動が運動誘発となるケースもあります。児童生徒の体調の変化を見逃さないように

留意します。 

学校の管理下で「エピペン®」を使用した場合は、教育委員会に使用の報告をしま 

す。 

※参照：愛知県教育委員会「学校における食物アレルギー対応の手引き」 

70ページ 速報 様式 8  71ページ 報告書 様式 10 



 

該当者配布用                        令和  年  月  日 

保護者各位 

大府市教育委員会  

 

学校給食における食物アレルギーの対応について 

 

  大府市の学校給食では、食物アレルギーにより配慮が必要なお子さんへ、対応可能な範

囲で除去食や代替食の提供を行っています。 

安全性を最優先とし、学校給食における食物アレルギー対応は下記のとおりとなりま

す。ご理解いただきますようお願いします。 

 

記 

 

１ 学校給食で食物アレルギー対応の対象となる児童生徒 

  食物アレルギー対応申請書を提出し、医師の診断により、下記全てに該当する児童生 

徒を対象とします。 

（１）医療機関でアレルギー検査（食物経口負荷試験や特異的ＩｇＥ検査等）を実施し、

主治医より食物アレルギーと診断を受けている児童生徒 

（２）給食調理はすべて、同一調理場で調理・配膳・洗浄を行っているが、この状況で症

状が誘発されるおそれのない児童生徒 

（３）食器や器具の共用では、アレルギー症状を発症しない児童生徒 

（４）学校から渡す学校生活管理指導表に主治医の診断・指示等を記入してもらい、年１ 

回、学校へ提出している児童生徒 

※学校生活管理指導表を提出した場合においても、希望する対応が全て可能となる

とは限りません。安全性確保の観点から一部弁当持参や毎日弁当持参となる場合

もありますので、ご了承ください。 

２ 学校生活管理指導表について 

（１）食物アレルギー検査（食物経口負荷試験や特異的ＩｇＥ検査等）を実施している児

童生徒で、学校給食において、何らかの対応を希望する場合は、学校から渡す「学校

生活管理指導表（アレルギー疾患用）」を医療機関に持参し、主治医が記入した後、学

校へ提出してください。その際、除去食・代替食を希望する場合は、管理指導票の表

面に記載の「アナフィラキシー・食物アレルギー」欄「Ｃ．原因食物・除去根拠」に

資料１ 
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記載の「除去根拠」のうち、①明らかな症状の既往②食物経口負荷試験陽性③ＩｇＥ

抗体等検査結果陽性の内２つ以上の診断根拠が必要です（④の未摂取は原則除きま

す）。診断根拠が１つの場合はアレルゲンを含む料理を配膳しない（無配膳）対応とな

ります。 

(２) 必要により学校から主治医へ診療情報を照会することがありますのでご了承くだ    

さい。 

（３） 「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」は症状に変化がない場合であっても、

配慮や管理が必要な間は、食物アレルギー対応申請書（新規・継続）と共に、毎年１

回提出してください。また、対応を変更する時にも必ず提出してください。 

（４）食物アレルギー対応を行っている児童生徒が医師の診断により解除となり、対応を

中止する場合は、食物アレルギー対応申請書（変更・中止）を学校へ提出します。学

校生活管理指導表を提出する必要はありません。 

３ 本市の献立作成上の基本対応 

（１）食材選定の際には、アレルゲンになりやすい成分（卵、乳、小麦など）を含まない

ものをできる限り選定するなどの配慮をしています。 

（２）そば・落花生（ピーナッツ）・キウイフルーツ・カシューナッツは、症状が誘発され

た時に比較的重篤化することが多いため、使用しません。（加熱していない卵、生の魚

介類も給食では使用していません。） 

（３）加工食品を使用する場合、原料配合表を取り寄せ、使用食材の確認を行います。 

（４）献立作成の際には、卵・乳などの提供頻度の高い食材は、アレルゲンの除去対応が

しやすいことを考慮します。 

４ 除去食の提供について 

※除去食とは、食物アレルギーの原因となる食品（アレルゲン）を取り除いた食事をい

います。 

（１）除去食の対応品目の範囲は食品表示法で指定された特定原材料９食品と特定原材料

に準ずるもの２０食品とします（合計２９食品）。 

区  分 原  因  食  品 

特定原材料９食品 えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生（ピーナッツ）・

くるみ・カシューナッツ 

特定原材料に準ずるもの

２０食品 

アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイ

フルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナ

ナ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・りんご・

ゼラチン・ピスタチオ 
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（２）量の多少にかかわらず、アレルゲンを含む食品・料理を除去します。 

※ただし、調味料等は、微量のアレルゲンを含みます。 

※ごはん・パン・麺・飲用牛乳の単品除去は対応が可能な場合があります。（「学校生

活管理指導表」の表面に記載の「Ｆ.その他の配慮・管理事項」欄にその旨が記入

されていることが必要です。） 

例 ・牛乳の入ったシチューは食べるが、飲用牛乳 200ｍｌは飲まない場合 

・フライ等の小麦は食べるが、主食のパンや麺は食べない場合 

（３）調理作業が煩雑になることは、誤食事故につながりやすいことから、除去食は一料

理につき一種類のみとします。そのため同一学校内に違ったアレルゲンを持つ対象者

がいる場合該当アレルゲンを全て除去したものを提供します。 

（４）その日の献立内容や除去食品の品目により、弁当の持参をお願いすることがありま

す。 

５ 代替食の提供について 

※代替食とは、アレルギーの原因となる食品の代わりに、代替食品を提供したり、調

理方法を変更したりして提供する食事をいいます。 

（１）代替食の対応品目の範囲は卵・乳・えび・かにとします。 

（２）代替食の対応は、主菜・副菜などのおかずとし、主食・デザート類については、提

供しません。（給食で提供されるものと同等程度の主食・デザートを家庭から持参し

ていただけます。） 

（３）代替食対応ができない場合は、除去食対応もしくは弁当の持参をお願いすることが

あります。 

（４）牛乳の飲用ができない場合は、豆乳を代替として提供します。 

６ 除去食提供・代替食提供の対象とならない場合 

安全性確保の観点から、下記に該当する場合、除去食提供・代替食提供の対象となり

ません。弁当持参（一部弁当持参・一食分弁当持参・毎日弁当持参）及び無配膳対応と

なります。 

（１）調味料・だし・添加物等に含まれる微量のアレルゲンや、注意喚起表記（食品表示

◆調味料・だし・添加物等に含まれる微量のアレルゲン 

鶏卵【卵殻カルシウム】    牛乳【乳糖・乳清焼成カルシウム】 

小麦【しょうゆ・酢・みそ】  大豆【大豆油・しょうゆ・みそ】 

ゴマ【ゴマ油】        魚類【かつおだし・いりこだし・魚しょう】 

肉類【エキス】    

文部科学省 学校給食における食物アレルギー対応指針より 
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法）程度の量のアレルゲンで症状を発症する場合 

 

（２）医師の診断に基づく除去でない場合 

例 ・落花生（ピーナッツ）がアレルゲンであるためアーモンドも念のため食べてい

ない。 

・小麦がアレルゲンであるため大麦も念のため食べていない。 

（３）油の共用ができない場合 

（４）未摂取である場合 

（５）対応を開始する月の前３ヶ月分の給食提供日数の内、除去食提供、代替食提供を必

要とする日数が半数以上である場合 

（６）その他、上記に類似した学校給食で対応が困難と考えられる状況の場合 

７ その他 

  学校給食における食物アレルギー対応について、ご不明な点などがありましたら、養

護教諭・栄養教諭などにご相談ください。 

◆食品表示法に基づく注意喚起表記例 

○同一工場、製造ライン使用によるもの 

 【本品製造工場では、○○を含む製品を製造しています。】 

○原材料の採取方法によるもの 

 【本製品で使用しているしらすは、えび、かにが混ざる漁法で採取しています。】 

○えび、かにを捕食していることによりアレルゲンが混ざってしまうもの 

 【本製品(かまぼこ)で使用しているイトヨリダイは、えび、かにを食べています。】 

文部科学省 学校給食における食物アレルギー対応指針より 
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 令和○○年○月○○日 

 

保護者各位 

大府市教育委員会 

○○学校長 

学校給食における食物アレルギーの対応について 

 

 大府市の学校給食では、食物アレルギーにより配慮が必要なお子さんへ、対応可能な範囲で下記
のとおり、除去食や代替食の対応を行っています。 

 ただし、集団調理の中での対応となるため、個々に適応した調理には限界があります。このため、
弁当の持参をお願いすることがあります。ご理解いただきますようお願いします。 

 
記 
 

１ 献立作成上の基本対応 
（１）食材選定の際には、できる限りアレルゲンになりやすい成分（卵、乳、小麦など）を含まな

いものを選定するなどの配慮をします。 

（２）そば・落花生（ピーナッツ）・くるみ・キウイフルーツ・カシューナッツは、症状が誘発さ
れた時に比較的重篤化することが多いため、献立に使用しません。（加熱していない卵、生
の魚介類も給食では使用していません。） 

（３）加工食品を使用する場合、原料配合表を取り寄せ、使用食材の確認を行います。 
（４）献立を作成する際には、卵・乳などの頻度の高いアレルゲンの除去対応がしやすいことを考

慮します。 

２ 除去食の提供について 

除去食とは、食物アレルギーの原因となる食品（アレルゲン）を取り除いた食事をいいます。 
（１）除去食の対応範囲は食品表示法指定された特定原材料８食品と特定原材料に準ずるもの２０

食品とします（合計２８食品）。調味料等含まれる微量のアレルゲンは対象としません。 
 
 

 
 
 
 

（２）その日の献立内容や除去食品の品目により、弁当の持参をお願いすることがあります。 
（３）調理作業が煩雑になることは、誤食事故につながりやすいことから、除去食は一料理につき

一種類のみとします。そのため同一学校内に違ったアレルゲンを持つ対象者がいる場合該当
アレルゲンを全て除去したものを提供します。 

３ 代替食の提供について 
アレルゲンを含む料理で、調理の過程において除去することができない場合は、可能な範囲で 
代替となる料理（単品）を提供します。 

（１）代替食については、主菜・副菜などの個数付けのおかずとし、主食、デザート類については、提供
しません。（給食で提供されるものと同等程度の主食、デザートを家庭から持参していただけます。） 

（２）代替食の対応範囲は卵・乳・えび・かにとします。 
（３）代替食対応ができない場合は、除去食対応又は弁当の持参をお願いすることがあります。 

４ その他 

学校での食物アレルギーの対応は、主治医の指示に基づいて実施します。毎年１回学校からお渡
しする「学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）」を医療機関に持参し主治医に記入いただき、
食物アレルギー対応申請書に添えて学校へ提出してください。 

区  分 原  因  食  品 

特定原材料９食品 えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生（ピーナッツ）・くるみ・
カシューナッツ 

特定原材料に準ずる
もの２０食品 

アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・
牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・マカダミア
ナッツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン・ピスタチオ 
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保護者各位 

大府市教育委員会 

児童生徒の「食物アレルギーに関する調査」について（お願い） 
 大府市では学校給食で食物アレルギー対応を行うにあたり、事前にその状況等を把握するため、食物アレ

ルギーに関する調査を行っています。 

 なお現在、大府市の学校給食では、市のアレルギー対応の手引きに基づいて、食物アレルギーの原因とな

る食品（特定原材料及び準ずる 29 食品）の除去食と乳・卵・えび・かにの代替食を実施しております。ま

た、そば・落花生（ピーナッツ）・くるみ・キウイフルーツ・カシューナッツ・加熱していない卵・生の魚介類は

使用していません。 

 つきましては、下記の項目についてご記入の上、就学時健診で必ず提出してください。食物アレルギーが

ない場合も提出をお願いします。 

記 

入学予定学校名              小学校    

現在通っている園名                氏名                      

保護者氏名                    連絡先（電話番号）               

問１ 現在、食物アレルギーはありますか。 

（  ）ない             回答はここで終了です。 

（  ）過去にあったが現在はない（原因食品          ）   回答はここで終了です。 

（  ）ある    「ある」に記入された場合、問２以降の質問にお答えください。 

問２ 食物アレルギーの原因食品に〇を記入してください。※非加熱のもののみの場合は◎を記入。例）生卵の場合は◎ 

えび かに 小麦 そば 卵 乳 落花生 くるみ カシュー

ナッツ 

ｱー ﾓﾝﾄ゙  あわび いか いくら ｵﾚﾝｼ  ゙ ｷｳｲﾌﾙー ﾂ 

               

牛肉 ごま さけ さば 大豆 鶏肉 バナナ 豚肉 ﾏｶﾀ゙ﾐｱﾅｯﾂ もも やまいも りんご ｾﾞﾗﾁﾝ ピスタ

チオ 

              

その他（具体名をご記入ください）  

問３ 発症時はどのような症状がありますか。 

 

 

問４ アナフィラキシーショックを起こしたことがありますか。    

（  ）ある：原因食品〔           〕 （  ）ない 

問５ 食物アレルギーに関して、医療機関を受診していますか。 

  （  ）定期的に受診している。（１年以内に受診） 

→受診している病院名〔                〕 

  （  ）以前受診したが今は受診していない。 最終の受診 〔    〕歳頃 

（  ）病院で検査・診断を受けたことはない。 

問６ アレルギーに関して処方されている薬等はありますか。 

  （  ）エピペン®  （  ）抗ヒスタミン薬 （  ）その他〔         〕（  ）なし 

問７ 学校での食物アレルギー対応を希望しますか。（食品を扱う授業、校外活動等も含みます。） 

  （  ）希望する「学校生活管理指導表」の提出をお願いすることがあります。（  ）希望しない＜回答はここで終了です。＞ 

       希望する場合は、問８以降もお答えください。 

問８ 学校給食での食物アレルギー対応（除去食、詳細献立表配布、代替食や弁当持参等）を希望しますか。 

  （  ）希望する ※希望する場合は「学校生活管理指導表」の提出及び学校での面談が必要です。 

（  ）希望しない →希望しない理由を記入してください（                ） 

（  ）給食では使用しない食品のため対応の必要がない。 

問９ 家庭での対応を記入してください。 

 

問１０ 現在通っている園での対応を記入してください。 

ふりがな 

※アナフィラキシーショック 
 皮膚症状と呼吸器症状等、複数の臓器
に重症のアレルギー症状が同時に現れる
状態を「アナフィラキシー」と呼び、こ
れに、ショック症状（血圧の低下若しく
はそれに準ずる状態）を伴うことを「ア
ナフィラキシーショック」といいます。 

様式２－１（小学校） 
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保護者各位 

大府市教育委員会 

大府市立   中学校 

児童生徒の「食物アレルギーに関する調査」について（お願い） 
 大府市では学校給食で食物アレルギー対応を行うにあたり、事前にその状況等を把握するため、食物アレ

ルギーに関する調査を行っています。 

 なお現在、大府市の学校給食では、市のアレルギー対応の手引きに基づいて、食物アレルギーの原因とな

る食品（特定原材料及び準ずる 29 食品）の除去食と乳・卵・えび・かにの代替食を実施しております。ま

た、そば・落花生（ピーナッツ）・くるみ・キウイフルーツ・カシューナッツ・加熱していない卵・生の魚介類は

使用していません。 

 つきましては、下記の項目についてご記入の上、入学説明会で必ず提出してください。食物アレルギーが

ない場合も提出をお願いします。 

記 

出身小学校       小学校 ６年    組     番 氏名                  

保護者氏名                    連絡先（電話番号）                  

問１ 現在、食物アレルギーはありますか。 

（  ）ない             回答はここで終了です。 

（  ）過去にあったが現在はない（原因食品          ）   回答はここで終了です。 

（  ）ある    「ある」に記入された場合、問２以降の質問にお答えください。 

問２ 食物アレルギーの原因食品に〇を記入してください。※非加熱のもののみの場合は◎を記入。例）生卵の場合は◎ 

えび かに 小麦 そば 卵 乳 落花生 くるみ カシュー

ナッツ 

ｱー ﾓﾝﾄ゙  あわび いか いくら ｵﾚﾝｼ  ゙ ｷｳｲﾌﾙー ﾂ 

               

牛肉 ごま さけ さば 大豆 鶏肉 バナナ 豚肉 ﾏｶﾀ゙ ﾐｱﾅｯﾂ もも やまいも りんご ｾﾞﾗﾁﾝ ピスタチオ 

              

その他（具体名をご記入ください）  

問３ 発症時はどのような症状がありますか。 

 

 

問４ アナフィラキシーショックを起こしたことがありますか。    

（  ）ある：原因食品〔           〕 （  ）ない 

問５ 食物アレルギーに関して、医療機関を受診していますか。 

  （  ）定期的に受診している。（１年以内に受診） 

→受診している病院名〔                〕 

  （  ）以前受診したが今は受診していない。 最終の受診 〔    〕歳頃 

（  ）病院で検査・診断を受けたことはない。 

問６ アレルギーに関して処方されている薬等はありますか。 

  （  ）エピペン®  （  ）抗ヒスタミン薬 （  ）その他〔         〕（  ）なし 

問７ 学校での食物アレルギー対応を希望しますか。（食品を扱う授業、校外活動等も含みます。） 

  （  ）希望する「学校生活管理指導表」の提出をお願いすることがあります。 （  ）希望しない＜回答はここで終了です。＞ 

       希望する場合は、問８以降もお答えください。 

問８ 学校給食での食物アレルギー対応（除去食、詳細献立表配布、代替食や弁当持参等）を希望しますか。 

  （  ）希望する ※希望する場合は「学校生活管理指導表」の提出及び学校での面談が必要です。 

（  ）希望しない →希望しない理由を記入してください（                ） 

（  ）給食では使用しない食品のため対応の必要がない。 

問９ 家庭での対応を記入してください。 

 

問１０ 現在通っている小学校での対応を記入してください。 

   

ふりがな 

  

※アナフィラキシーショック 
 皮膚症状と呼吸器症状等、複数の臓器
に重症のアレルギー症状が同時に現れる
状態を「アナフィラキシー」と呼び、こ
れに、ショック症状（血圧の低下若しく
はそれに準ずる状態）を伴うことを「ア
ナフィラキシーショック」といいます。 

様式２－２（中学校） 
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 食物アレルギー対応申請書（ 新規・継続 ） 

 （ 新入学 ・ 転入 ・在学中 ） 

提出日       年   月   日 

      立       学校長 様 

保護者氏名               

ふりがな 

児童生徒氏名 

 

 
生年月日    年   月   日 

性   別 男  ・  女 学年・学級        年      組 

住   所 
〒                                    

℡ (       )          −            

 

１ 食物アレルギー対応について、下記の必要書類を添えて申請します。 

・学校生活管理指導表（アレルギー疾患用） 

 

２ 食物アレルギーに関して、学校で次の対応を希望します。（該当する箇所を☑してください。） 

□ エピペン®の所持             □ 学校給食（給食の時間及び弁当）    

□ 食品を扱う授業や活動           □ 体育・部活動等の運動を伴う授業や活動 

□ 校外活動（宿泊を伴う校外活動を含む） 

□ その他希望する事柄（                               ） 

 

３ 学校での食物アレルギー対応に当たっては、下記のことを理解して同意します。 

  （下記の全ての項目を確認の上、☑してください。） 

□ この申請書及び食物アレルギー対応の内容は、学校の教職員全てに共有されること。 

□ 学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）の記載内容について、学校から主治医に直接確認する

ことがあること。 

□ 申請内容は全てが実現されるとは限らず、食物アレルギー対応については、面談を行った上で食

物アレルギー対応に関する委員会で決定されること。 

□ 定期的及び必要に応じて、対応内容について学校側と協議する必要があること。 

□ 学校給食の対応において、栄養・献立面で不足が生じる可能性があること。 

□ 学校給食の対応において、栄養・献立面に不足が生じ、一部弁当持参が必要な場合があること。 

□ 学校給食を安全に提供することが困難な場合は、毎日弁当持参となる場合があること。 

 

様式３－１ 
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 食物アレルギー対応申請書（ 変更・中止 ） 

  

提出日       年   月   日 

      立       学校長 様 

保護者氏名               

ふりがな 

児童生徒氏名 

 

 
生年月日    年   月   日 

性   別 男  ・  女 学年・学級        年      組 

住   所 
〒                                    

℡ (       )          −            

 

１ 食物アレルギーに関して、学校で次の対応を希望します。（該当する箇所を☑してください。） 

□ エピペン®の所持             □ 学校給食（給食の時間及び弁当）    

□ 食品を扱う授業や活動          □ 体育・部活動等の運動を伴う授業や活動 

□ 校外活動（宿泊を伴う校外活動を含む）  □ 対応の中止 

□ その他希望する事柄（                               ） 

 

２ 変更・中止 の内容と理由（具体的に記入してください。） 

 

 

 

 

 
 

３ 下記の必要書類を添えて申請します。（対応の中止の場合は必要ありません。） 

・学校生活管理指導表（アレルギー疾患用） 

 

 

４ 学校での食物アレルギー対応に当たっては、下記のことを理解して同意します。 

  （下記の全ての項目を確認の上、該当する箇所を☑してください。） 

□ この申請書及び食物アレルギー対応の内容は、学校の教職員全てに共有されること。 

□ 学校生活管理指導表（アレルギー疾患用）の記載内容について、学校から主治医に直接確認する

ことがあること。 

□ 申請内容は全てが実現されるとは限らず、食物アレルギー対応については、面談を行った上で食

物アレルギー対応に関する委員会で決定されること。 

□ 定期的及び必要に応じて、対応内容について学校側と協議する必要があること。 

□ 学校給食の対応において、栄養・献立面で不足が生じる可能性があること。 

□ 学校給食の対応において、栄養・献立面に不足が生じ、一部弁当持参が必要な場合があること。 

□ 学校給食を安全に提供することが困難な場合は、毎日弁当持参となる場合があること。 

様式３－２ 
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７
．

木
の

実
類

　
　

《
　

　
　

　
　

》
（

　
す

べ
て

・
ク

ル
ミ

・
カ

シ
ュ

ー
・

ア
ー

モ
ン

ド
　

　
　

　
　

　
　

）
８

．
果

物
類

　
　

　
 《

　
　

　
　

　
》

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

９
．

魚
類

　
　

　
　

 《
　

　
　

　
　

》
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
10

．
肉

類
　

　
　

　
 《

　
　

　
　

　
》

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

11
．

そ
の

他
１

　
　

 《
　

　
　

　
　

》
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
12

．
そ

の
他

２
　

　
 《

　
　

　
　

　
》

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

D
 緊

急
時

に
備

え
た

処
方

薬
１

．
内

服
薬

（
抗

ヒ
ス

タ
ミ

ン
薬

、
ス

テ
ロ

イ
ド

薬
）

２
．

ア
ド

レ
ナ

リ
ン

自
己

注
射

薬
（「

エ
ピ

ペ
ン

®」
）

３
．

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 ）

A
 症

状
の

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

状
態

1
．

良
好

　
　

　
　

2
．

比
較

的
良

好
　

　
　

　
3

．
不

良

B
-１

 長
期

管
理

薬
（

吸
入

）
 

薬
剤

名
 

投
与

量
／

日
1

．
ス

テ
ロ

イ
ド

吸
入

薬
 

（
　

　
　

　
　

　
）

 （
　

　
　

　
　

）
2

．
ス

テ
ロ

イ
ド

吸
入

薬
／

長
時

間
作

用
性

吸
入

ベ
ー

タ
刺

激
薬

配
合

剤
 （

　
　

　
　

　
　

）
 （

　
　

　
　

　
）

3
．

そ
の

他
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

（
　

　
　

　
　

　
）

 （
　

　
　

　
　

）

B
-2

 長
期

管
理

薬
（

内
服

）
 

薬
剤

名
1

．
ロ

イ
コ

ト
リ

エ
ン

受
容

体
拮

抗
薬

 
（

　
　

　
　

　
　

）
2

．
そ

の
他

 
（

　
　

　
　

　
　

）

B
-3

 長
期

管
理

薬
（

注
射

）
 

薬
剤

名
1

．
生

物
学

的
製

剤
 

（
　

　
　

　
　

　
）

C
 発

作
時

の
対

応
 

薬
剤

名
 

投
与

量
／

日
1

．
ベ

ー
タ

刺
激

薬
吸

入
 

（
　

　
　

　
　

　
）

 （
　

　
　

　
　

）
2

．
ベ

ー
タ

刺
激

薬
内

服
 

（
　

　
　

　
　

　
）

 （
　

　
　

　
　

）
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13

学
校

に
お

け
る

日
常

の
取

組
及

び
緊

急
時

の
対

応
に

活
用

す
る

た
め

、
本

票
に

記
載

さ
れ

た
内

容
を

学
校

の
全

教
職

員
及

び
関

係
機

関
等

で
共

有
す

る
こ

と
に

同
意

し
ま

す
。

保
護

者
氏

名

（ 公 財 ） 日 本 学 校 保 健 会 作 成

記
載

日

医
師

名

医
療

機
関

名

年
月

日 ㊞

記
載

日

医
師

名

医
療

機
関

名

年
月

日 ㊞

記
載

日

医
師

名

医
療

機
関

名

年
月

日 ㊞

病
型
・
治
療

学
校
生
活
上
の
留
意
点

（ あ り ・ な し ）

ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎

A
 プ

ー
ル

指
導

及
び

長
時

間
の

紫
外

線
下

で
の

活
動

１
．

管
理

不
要

　
　

　
　

２
．

管
理

必
要

A
 重

症
度

の
め

や
す

（
厚

生
労

働
科

学
研

究
班

）
１

．
軽

症
：

面
積

に
関

わ
ら

ず
、

軽
度

の
皮

疹
の

み
見

ら
れ

る
。

　
２

．
中

等
症

：
強

い
炎

症
を

伴
う

皮
疹

が
体

表
面

積
の

1
0

％
未

満
に

見
ら

れ
る

。
３

．
重

症
：

強
い

炎
症

を
伴

う
皮

疹
が

体
表

面
積

の
1

0
％

以
上

、
3

0
％

未
満

に
見

ら
れ

る
。

４
．

最
重

症
：

強
い

炎
症

を
伴

う
皮

疹
が

体
表

面
積

の
3

0
％

以
上

に
見

ら
れ

る
。

＊
軽

度
の

皮
疹

：
軽

度
の

紅
斑

、
乾

燥
、

落
屑

主
体

の
病

変
＊

強
い

炎
症

を
伴

う
皮

疹
：

紅
斑

、
丘

疹
、

び
ら

ん
、

浸
潤

、
苔

癬
化

な
ど

を
伴

う
病

変

A
 病

型
１

．
通

年
性

ア
レ

ル
ギ

ー
性

結
膜

炎
２

．
季

節
性

ア
レ

ル
ギ

ー
性

結
膜

炎
（

花
粉

症
）

３
．

春
季

カ
タ

ル
４

．
ア

ト
ピ

ー
性

角
結

膜
炎

５
．

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

  ）

B
 治

療
１

．
抗

ア
レ

ル
ギ

ー
点

眼
薬

２
．

ス
テ

ロ
イ

ド
点

眼
薬

３
．

免
疫

抑
制

点
眼

薬
４

．
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  ）

A
 病

型
１

．
通

年
性

ア
レ

ル
ギ

ー
性

鼻
炎

２
．

季
節

性
ア

レ
ル

ギ
ー

性
鼻

炎
（

花
粉

症
）

主
な

症
状

の
時

期
：

　
春

　
、

　
夏

　
、

　
秋

　
、

　
冬

B
 治

療
1

．
抗

ヒ
ス

タ
ミ

ン
薬

・
抗

ア
レ

ル
ギ

ー
薬

（
内

服
）

2
．

鼻
噴

霧
用

ス
テ

ロ
イ

ド
薬

3
．

舌
下

免
疫

療
法

（
ダ

ニ
・

ス
ギ

）
4

．
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  ）

B
-１

　
常

用
す

る
外

用
薬

１
．

ス
テ

ロ
イ

ド
軟

膏
２

．
タ

ク
ロ

リ
ム

ス
軟

膏
　

 （
「

プ
ロ

ト
ピ

ッ
ク

®」
）

３
．

保
湿

剤
４

．
そ

の
他

（
　

　
　

 　
　

 　
　

 ）

B
-２

　
常

用
す

る
内

服
薬

１
．

抗
ヒ

ス
タ

ミ
ン

薬
２

．
そ

の
他

B
-3

　
常

用
す

る
注

射
薬

1
．

生
物

学
的

製
剤

B
 動

物
と

の
接

触
１

．
管

理
不

要
　

　
　

　
２

．
管

理
必

要

C
 発

汗
後

１
．

管
理

不
要

　
　

　
　

２
．

管
理

必
要

D
 そ

の
他

の
配

慮
・

管
理

事
項

(自
由

記
述

)

A
 プ

ー
ル

指
導

１
．

管
理

不
要

　
　

　
　

２
．

管
理

必
要

B
 屋

外
活

動
１

．
管

理
不

要
　

　
　

　
２

．
管

理
必

要

C
 そ

の
他

の
配

慮
・

管
理

事
項

（
自

由
記

載
）

病
型
・
治
療

学
校
生
活
上
の
留
意
点

（ あ り ・ な し ）

ア レ ル ギ ー 性 結 膜 炎

病
型
・
治
療

学
校
生
活
上
の
留
意
点

（ あ り ・ な し ）

ア レ ル ギ ー 性 鼻 炎

A
 屋

外
活

動
１

．
管

理
不

要
　

　
　

　
２

．
管

理
必

要

B
 そ

の
他

の
配

慮
・

管
理

事
項

（
自

由
記

載
）

裏
学
校
生
活
管
理
指
導
表
（
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
用
）

名
前

（
男

・
女

）
　

　
年

　
　

月
　

　
日

生
　

　
年

　
　

組
提

出
日

 　
　

   
年

　
　

月
　

　
日
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個別の取組プラン（案・決定） 

 

取組プラン案作成日     年   月  日 

取組プラン決定日     年   月  日 

保護者説明・協議日     年   月  日 

 食物アレルギー対応の実施にあたり、下記１～３について同意します。 

 

                       保護者氏名                  

１「個別の取組プラン」【様式５】「緊急時個別対応マニュアル」【様式６】の内容に基づいて学校

での対応を行うこと。※「緊急時個別対応マニュアル」【様式６】については該当者のみ 

 ２ 学校における日常の取組及び緊急時の対応に活用するため、「個別の取組プラン」及び「緊急

時個別対応マニュアル」の内容を全ての教職員で共有すること。 

 ３ 他の児童生徒の理解と協力を得るために、食物アレルギー対応の内容を学級で説明すること。 

  年  組 
年  組 年  組 

性  別 男・ 女 

ふ り が な 

児童生

徒氏名 

 

確認日  確認日  

保護者氏名  
生年 

月日 
年   月   日（      歳） 

自

宅 

電話 

番号 
 

自宅以外

の 

緊急 

連絡先 

①（携帯・勤務先・その他）                （続柄      ） 

※ 連絡先の名称等： 

FAX 

番号 
 

②（携帯・勤務先・その他）                （続柄      ） 

※ 連絡先の名称等： 

保護者 

住所 
〒 

主 治 医 
医療機関名（                     ） 主治医名（                  ） 

電話番号  

ギ
ー
病
型 

食
物
ア
レ
ル 

即時型                有 ・ 無 原因食品： 

口腔アレルギー症候群         有 ・ 無 原因食品： 

食物依存性運動誘発アナフィラキシー  有 ・ 無 原因食品： 

シ
ー
病
型
既
往

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ 

食物によるアナフィラキシー 有 ・ 無 原因食品： 

食物依存性運動誘発アナフィラキシー  有 ・ 無 原因食品： 

その他 有 ・ 無 原  因： 

 

原 因 食 品

と 具 体 的

な症状、処

置や対応 

 

年月日 原因食品 症状 処置・対応 
 

アナフィラキ

シーショック 

    有・無 

    有・無 

    有・無 

    有・無 

    有・無 
 

様式５ 表 
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発
作
時
の
対
応 

 

発作時の対応手順 
（対応なしの場合は／斜線） 

治 

療 

薬 

内服薬 薬名（            ）学校に携帯希望（ する ・ しない ） 

管理方法・投与方法（                      ） 

吸入薬 薬名（            ）学校に携帯希望（ する ・ しない ） 

管理方法・投与方法（                       ） 

外用薬 薬名（            ）学校に携帯希望（ する ・ しない ） 

管理方法・投与方法（                       ） 

エピペン® 薬名（            ）学校に携帯希望（ する ・ しない ） 

管理方法・投与方法（                       ） 

学
校
生
活
上
の
留
意
点 

対 応 内 容（対応なしの場合は／斜線） 

学校給食（当番、白衣等）  

食品を扱う授業・活動  

運動（体育・部活動等）  

遠足・職場体験等  

校外活動（宿泊を含む）  

その他の配慮・管理事項  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

学
校
給
食
の
対
応 

 
 

 
 

対 応 内 容（対応なしの場合は／斜線） 

無配膳対応の対象と

なるアレルゲン 

                         

除去食提供対応の対

象となるアレルゲン 

 

代替食提供対応の対

象となるアレルゲン 

 卵  乳  えび  かに  （該当するものを○で囲む） 

弁当持参の有無等と

保管方法 

 

詳細な献立表の連絡

方法 

（記入例：児童生徒を通して、保護者面談等） 

食物アレルギー対応

確認表の連絡方法 

（記入例：児童生徒を通して、保護者面談等） 

献立変更時の連絡方

法 

 

その他 
 

その他・特記事項 

＊要記入年月日 

 

様式５ 裏 
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個別の取組プラン（案・決定）記入例 

 

取組プラン案作成日     年   月  日 

取組プラン決定日     年   月  日 

保護者説明・協議日     年   月  日 

 食物アレルギー対応の実施にあたり、下記１～３について同意します。 

 

                       保護者氏名    ○  ○   ○  ○   

１「個別の取組プラン」【様式５】「緊急時個別対応マニュアル」【様式６】の内容に基づいて学校

での対応を行うこと。※「緊急時個別対応マニュアル」【様式６】については該当者のみ 

 ２ 学校における日常の取組及び緊急時の対応に活用するため、「個別の取組プラン」及び「緊急

時個別対応マニュアル」の内容を全ての教職員で共有すること。 

 ３ 他の児童生徒の理解と協力を得るために、食物アレルギー対応の内容を学級で説明すること。 

  年  組 

  年   組   年   組 

性  別 男・ 女 

ふ り が な 

児童生

徒氏名 

 
確認日  確認日  

保護者氏名  
生年 

月日 
年    月    日     

自

宅 

電話 

番号 
 

自宅以外

の 

緊急 

連絡先 

①（携帯・勤務先・その他）                （続柄      ） 

※ 連絡先の名称等： 

FAX 

番号 
 

②（携帯・勤務先・その他）                （続柄      ） 

※ 連絡先の名称等： 

保護者 

住所 
〒 

主 治 医 
医療機関名（                     ） 主治医名（                  ） 

電話番号  

ギ
ー
病
型 

食
物
ア
レ
ル 

即時型                有 ・ 無 原因食品：例） 卵 

口腔アレルギー症候群         有 ・ 無 原因食品： 

食物依存性運動誘発アナフィラキシー  有 ・ 無 原因食品： 

シ
ー
病
型
既
往

ア
ナ
フ
ィ
ラ
キ 

食物によるアナフィラキシー 有 ・ 無 原因食品： 

食物依存性運動誘発アナフィラキシー  有 ・ 無 原因食品： 

その他 有 ・ 無 原  因： 

 

原 因 食 品

と 具 体 的

な症状、処

置や対応 

 

年月日 原因食品 症状 処置・対応 
 

アナフィラキ

シーショック 

例）４才 ◇◇◇ じんましん、嘔吐 病院受診、薬服用 有・無 

    有・無 

    有・無 

    有・無 

    有・無 
 

様式５ 表 

学校生活管理

指導表をもとに

ご記入ください。 

・これまでに原因食品で起こった症状や対応をご記入ください。 

（現在に一番近い情報でけっこうです） 

・年月日は、○才とご記入いただいてもけっこうです。 

学校生活管理指導表の

食物アレルギーA～C を

もとにご記入ください。 
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発
作
時
の
対
応 

 

発作時の対応手順 
（対応なしの場合は／斜線） 

治 

療 

薬 

内服薬 例） 薬名（ ▲▲▲      ）学校に携帯希望（ する ・ しない ） 

管理方法・投与方法（ 職員室 症状が出た時に服用  ） 

吸入薬 薬名（ ●●●      ）学校に携帯希望（ する ・ しない ） 

管理方法・投与方法（  カバンの中で保管      ） 

外用薬 薬名（            ）学校に携帯希望（ する ・ しない ） 

管理方法・投与方法（                       ） 

エピペン® 例） 薬名（ ■■■■     ）学校に携帯希望（ する ・ しない ） 

管理方法・投与方法（ 症状時に投与          ） 

学
校
生
活
上
の
留
意
点 

対 応 内 容（対応なしの場合は／斜線） 

学校給食（当番、白衣等） 例）アレルゲンを避ける  △△除去 など 

食品を扱う授業・活動    〃 

運動（体育・部活動等）  

遠足・職場体験等 例）アレルゲンを避ける  △△除去 など 

校外活動（宿泊を含む）     〃 

その他の配慮・管理事項  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

学
校
給
食
の
対
応 

 
 

 
 

対 応 内 容（対応なしの場合は／斜線） 

無配膳対応の対象と

なるアレルゲン 

例） 卵 

除去食提供対応の対

象となるアレルゲン 

例） 卵 

代替食提供対応の対

象となるアレルゲン 

 卵  乳  えび  かに  （該当するものを○で囲む） 

弁当持参の有無等と

保管方法 

例） 有 ロッカーで保管 

詳細な献立表の連絡

方法 

（記入例：児童生徒を通して、保護者面談等） 
 

例） 児童生徒を通して 

食物アレルギー対応

確認表の連絡方法 

（記入例：児童生徒を通して、保護者面談等） 

 

例） 児童生徒を通して 

献立変更時の連絡方

法 

例） 児童生徒を通して 

その他  

その他・特記事項 

＊要記入年月日 

 

様式５ 裏 

該当のアレルゲンについて 

ご記入ください。 
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  年  組 男・女 氏名          原因食品（       ） 
●緊急時薬〈保管場所                〉 

分類 薬剤名 使うべき症状 使い方 

抗ヒスタミン薬  じんましん・かゆみ・紅斑 内服 

ステロイド  症状が続くとき 内服 

気管支拡張薬  咳・ゼイゼイ・息苦しさ 内服・吸入 

●エピペン 
 あり〈保管場所                   〉・ 保護者所持 ・ 処方なし 
●連絡先 

保護者 ℡（    ）  －    氏名            続柄 
℡（    ）  －    氏名            続柄 

医療機関 ℡（    ）  －    病院名        医師       
℡（    ）  －    病院名        医師       

  

                    症状チェック！    時  分  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

参考：東京都「食物アレルギー緊急時対応マニュアル」 

名古屋市「アレルギー緊急時対応マニュアル」 

□ ぐったり 

□ 意識もうろう 

□ 尿や便をもらす 

□ 脈をふれにくい、不規則 

□ 唇や爪が青白い 

（  時  分） 

□ 中等度のおなかの痛み 

□ １～２回のおう吐 

□ １～２回の下痢 

（  時  分） 

□ のどや胸のしめつけ感 

□ 声がかすれる 

□ 犬が吠えるような咳 

□ 息がしにくい 

□ 持続する強いせき込み 

□ ぜーぜーする呼吸 

（  時  分） 

□  

 

□ 数回の軽い咳 

 

 

（  時  分） 

□ 持続する強い（我慢でき

ない）おなかの痛み 

□ 繰り返し吐き続ける 

（  時  分） 

□ 軽いおなかの痛み 

（我慢できる） 

□ 吐き気 

（  時  分） 

□ 顔全体の腫れ 

□ まぶたの腫れ 

 

（  時  分） 

□ 目のかゆみ・充血 

□ 口の中の違和感・腫れ 

□ くしゃみ･鼻水･鼻づまり 

（  時  分） 

□ 強いかゆみ 

□ 全身に広がるじんましん 

□ 全身が真っ赤 

（  時  分） 

□ 軽度のかゆみ 

□ 数個のじんましん 

□ 部分的な赤み 

（  時  分） 

全
身 

呼
吸
器 
消
化
器 

顔 

皮
膚 

 エピペン使使 
 救救救救救 
 ショック体体 
 心心心心？→蘇蘇蘇蘇 

 

 

上記の症状が 

1 つでもあてはまる場

1 つでもあてはまる場場 1 つでもあてはまる場場 

保保保へ運ぶ(歩かせない) 
緊救緊緊使使 
エピペン準準 
医医医医へ(救救救救救) 

 保保保で経経経経 
 緊救緊緊使使 
 保保保に連連 

①体温     ℃ 

②脈     回/分(不正 有・無) 

③呼吸数   回/分 

④血圧 最高    /      最低 

緊急時個別対応マニュアル 
 

児童生徒の 

顔写真 

様式６  
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ごはん　牛乳

マーボーどうふ

ひじきのごまずあえ

しんきゅうおいわいデザート

ソフトめん　牛乳

わふうじる

さけのしょうゆこうじやき

きりぼしだいこんのあえもの

むぎごはん　牛乳

おやこに

しろみざかなのフリッター　２こ

キャベツのこんぶあえ

むぎごはん　牛乳

さばのぎんがみやき

じゃがいものうまに

やさいとわかめのあえもの

クロスロールパン　牛乳

ツナとポテトのチーズやき

はるやさいのスープに

あまなつみかん

ごはん　牛乳

さわらのさいきょうやき

キャベツとなまあげのいためもの

わかたけじる

むぎごはん　牛乳

カレーライス

はるやさいのサラダ

コーンドレッシング

いちご　２こ

わかめごはん　牛乳

とりにくのてりやき

たけのこのきんぴら

かきたまじる

ごはん　牛乳

きびなごのカリカリフライ　２び

ほうれんそうのおひたし

ごじる

こがたロールパン　牛乳

ウインナーのケチャップソースかけ

きりぼしだいこんいりやきそば

フルーツポンチ

ふきいりごもくごはん　牛乳

いわしのうめに

きゅうりとたくあんのごまあえ

たまねぎのみそしる

むぎごはん　牛乳

はっぽうさい

かいそうサラダ

こうみじおドレッシング

がまごおりみかんゼリー

ごはん　牛乳

ハンバーグのおろしソースかけ

キャベツのゆかりあえ

けんちんじる

26 木

27 金

24 火

25 水

20 金

23 月

18 水

19 木

16 月

17 火

12 木

13 金

11 水

・今月の対応はありません　□

日 曜 献立名
家庭から持参の有無

有：何の代わりか記入　無：×
担任
確認

　年　　組　名前

給食対応食品：

給食室で除去・代替対応するもの

☆１年生給食開始 ☆

４月 食物アレルギー対応確認表

連絡
今月の対応について確認しました。

受領印 

保護者 栄養教諭 養護教諭 担任 

    

 

様式７
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★ボールペンで記入をお願いします。

ごはん　牛乳

マーボーどうふ

ひじきのごまずあえ

しんきゅうおいわいデザート

ソフトめん　牛乳

わふうじる

さけのしょうゆこうじやき

きりぼしだいこんのあえもの

むぎごはん　牛乳

おやこに

しろみざかなのフリッター　２こ

キャベツのこんぶあえ

むぎごはん　牛乳

さばのぎんがみやき

じゃがいものうまに

やさいとわかめのあえもの

クロスロールパン　牛乳

ツナとポテトのチーズやき

はるやさいのスープに

あまなつみかん

ごはん　牛乳

さわらのさいきょうやき

キャベツとなまあげのいためもの

わかたけじる

むぎごはん　牛乳

カレーライス

はるやさいのサラダ

コーンドレッシング

いちご　２こ

わかめごはん　牛乳

とりにくのてりやき

たけのこのきんぴら

かきたまじる

ごはん　牛乳

きびなごのカリカリフライ　２び

ほうれんそうのおひたし

ごじる

こがたロールパン　牛乳

ウインナーのケチャップソースかけ

きりぼしだいこんいりやきそば

フルーツポンチ

ふきいりごもくごはん　牛乳

いわしのうめに

きゅうりとたくあんのごまあえ

たまねぎのみそしる

むぎごはん　牛乳

はっぽうさい

かいそうサラダ

こうみじおドレッシング

がまごおりみかんゼリー

ごはん　牛乳

ハンバーグのおろしソースかけ

キャベツのゆかりあえ

けんちんじる

　年　　組　名前

給食対応食品：　給食で対応する食品名を記入
・今月の対応はありません　□　　←１ヶ月対応する献立がない場合　レ　を記入

日 曜 献立名 給食室で除去・代替対応するもの
家庭から持参の有無

有：何の代わりか記入　無：×
担任
確認

12 木                 　ソフトめん→食べない ソフトめんの代わり持参

11 水 牛乳→豆乳 ×

16 月 ×

13 金

               　 おやこに→卵なし
                　しろみざかなのフリッター
　　　　　　　　　　　　　　→食べない

×

しろみざかなの代わり持参

18 水 ×

17 火
              　　ツナとポテトのチーズ焼き
                              　→チーズなし ×

20 金 ×

19 木                　　全て給食なし 全て弁当持参

24 火
　　　　　　パン→食べない
               　やきそば→やきそばめんなし

パンの代わりを持参
×

23 月 ×

26 木 　　　　　　はっぽうさい→えびなし ×

25 水 ×

27 金 　　　　　　ハンバーグ→食べない ハンバーグの代わりを持参

☆１年生給食開始 ☆

○月食物アレルギー対応確認表

受領印 

保護者 栄養教諭 養護教諭 担任 

    

 

今月の対応について確認しました。

連絡

栄養教諭から保護者への連絡が
ある場合のみ記入します。

記入を終えたら、こちらに押印し、期限ま

でに提出をお願いします。

家庭から持参するもの
がなければ空欄にせず
×を付けてください。

給食室から代替品を提供する場合
はここに示しておきます。

毎日対応がある場合は↓
で示してもよい。

様式７ 記入例
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別紙様式８ 

児童・生徒の事故発生速報                

   保健体育課長 殿 

令和  年  月  日  時  分現在   

 学校名  

 校長名  

 

作 成 者 

職 ・ 氏 名 
 連絡先 ―   ― 

児 童 生 徒 
ふりがな

氏名  性別  
課程 

学年 
 

事故の種類  
＊「交通事故」「○○からの転落事故」等把握
している状況を具体的に記載。 

傷害等の程度  
＊「○○による死亡」「○○による重傷」等把
握している状況を具体的に記載。 

＊「重傷」は１ヶ月以上の治療見込み。 

発 生 日 時  
学 校 管 理
下・管理外の
別 

 

発 生 場 所  

事故の内容  

発生後の対応  

そ の 他 

参 考 事 項 
 

【報告を要する事故の内容】 

 ① 本人が死亡またはそのおそれがあ
る場合 

 ③ 本人が治療のため入院した場合 

 

 ⑤ 本人が自殺または自殺を企図した
場合 

 ⑦ その他校長が報告を必要と判断し
た場合 

 

 ② 相手に傷害を与えた場合 

 

 ④ 本人の完治までおよそ１ヶ月以上要する場合 

 ⑥ 事故が報道対象またはそのおそれがある場合 

 平成２６年４月１日付 2６教健第１０号「エピペン使用時の報告について（通知）」により、平成２２年３月３０日付け２１教

健第９５３号「児童生徒の事故発生報告について（通知）」の様式を使用 
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別紙様式１０ 

児童生徒の事故発生状況報告書                

   保健体育課長 殿 

令和  年  月  日   

 学校名  

 校長名  

 連絡先 ―   ― 

 

児童生徒 
ふりがな
氏名  

 性別  課程 

学年 

 

生年月日 年  月  日生（  歳）  

事故の種類  

傷害等の程度  

発生日時  時間帯＊  

発生場所  

事故の内容 

 

原因・状況等に

ついて記載し、

必要に応じて、

図面を別に添付

する。 

※交通事故の場

合は、本人及び

相手の交通手

段・過失状況に

ついても具体的

に記載する。 

 

発生後の対応  

その他 

参考事項 
 

 ＊「時間帯」…（教科名）授業中・放課中・部活動中・学校行事中・登下校中・登校前・下校後・

休日等を記入する。 
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